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第 1回不登校対策プロジェクト会議について 
 

１  第 1 回不登校対策プロジェクト会議  

実施日：令和４年５月３０日（月）  教育委員会室  

出席者：白子中学校長，創徳中学校長，桜島小学校長，牧田小学校長  

教育長，次長，参事，学校教育課長，教育指導課長，  

子ども家庭支援課長，教育支援課長  等  

 

２  プロジェクト会議での報告や意見    

（１）チームでの組織的な支援について  

・（担任，不登校担当者，学年，管理職など）組織にズレがないように意思

統一して動いていかなければならない。  

・管理職と不登校支援担当者とのコミュニケーションが大切。（「なかなか

自分の思いが職員に伝わらない」という担当者の困り感があった。）  

・児童の欠席状況などをホワイトボードに記入して視える化をしていくこ

とで全職員が情報共有し早期支援につなげる。（色分けするなど見やすく

する工夫）  

・家庭訪問シートをしっかり使って，情報共有していく。  

・（小学校では難しいところもあるが）毎週決めた曜日の 1 時間目に会議

を持ち，低中高のコーディネーターが情報共有している。それぞれのコ

ーディネーターが情報を把握している。  

・児童生徒理解支援シートを使いながら，ケース会議を開いている。その

子その子に応じたきめ細やかな対応をしている。  

・養護教諭が早い段階で，子どもたちの見立て，児童生徒理解などに大き

な力を発揮している。子どもの話を傾聴する，医療など関係機関とつな

げるなどの役割をしている。  

・チームで組織的に動く意識を持つことを先生方に伝えていく。  

 

（２）早期支援について  

・欠席 3 日から 5 日の早期支援の子どもたちをそのままにしてタイミン  

グを逃すと，40 日，50 日…と欠席が続いてしまう。その子たちに何と

か 30 日にならないような手立てを充実させることが大切である。  

・1 日欠席でも家庭訪問をしている。職員に少しでも「おかしい」と思っ

たら，すぐ動くという習慣がついている。（先生方の意識が大切）  

・児童生徒理解が大切である。教職員が子どもにいかに適切な対応をする

かが大切である。そのために学校全体での対応について共通理解が必要
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と感じ，研修会（年度当初の支援が必要な生徒への対応について）  

を開催し，非常勤の先生にも参加していただいた。  

・不登校支援アドバイザーや県の SSW に参加してもらい，支援の必要な

子の対応についての事例検討会を行った。  

・アセスメントをして校長や不登校支援担当者がどのように対応していか

なければならないかを分かっていなくてはならない。  

・校区での連携が児童生徒理解にも効果がある。担当者の風通しがよくな

り，いろいろな話ができるようになった。  

 

（３）その他  

・「困り感がない」親の気持ちをどのように変えていくかが課題だが，いろ

いろな先生が協力して関わっていく。（役割分担・協力体制）  

・子どもが来たくなる学校にするためにも，先生方にできることは，児童

生徒に寄り添って話を聴くことだと思う。先生方の姿勢が大切である。  

・深刻な長欠になっているものは，保護者が適切に関われていないケース

が多い。保護者の悩みが見えにくいケースも多い。SC や SSW と連携し

て，支援のネットワークや保護者への医療のアプローチなどを考えてい

きたい。  

・クロムのフォームに保護者から欠席連絡を入れてもらっている。「学校に

行きたくない」という項目あり，その項目でも思いが発信されている。  

 

３  今年度の取組について  

組織的な支援 

○情報共有（家庭訪問シート，児童生徒理解支援シート等）  

○手立ての共通理解 

○役割分担のマネジメント 

早期支援 

 ○児童生徒理解 

○アセスメントによる個別の支援（ケース会議等） 

○組織的な対応 

その他  

○(家庭的にアプローチが難しい場合) SC・SSW・関係機関の活用  

 

不登校支援につなげるための児童生徒理解  

7月校長会資料 
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１学期の不登校支援をふり返る 

 

１，  “３段階のアプロ－チ”を意識した取組 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ＊「第一次的アプローチ」の充実が基盤となる。“特別支援教育の視点”を取り入れ 

た教育活動の充実・活性化が，“新たな不登校”を生まない学校づくりになるこ 

とを繰り返し心合わせすることが必要。 
 
＊「第二次的アプローチ」のポイントは，「情報収集の充実」と「組織で見立て（アセ 

スメント）をすること」。ケース会議の中で見立て（アセスメント）を行い，短期目標 

と具体的な手立てを明確にしたうえで早期支援に取り組むことが大切。 
    

＊「第三次的アプローチ」では，医療・福祉等と協働した取組の実現がポイントの一 

つとなる。ＳＣ，ＳＳＷ等に情報共有し，アセスメント等の助言を受ける。 
 
 

２， １学期の不登校支援のふり返り  ＊ ふり返りの視点等（一例） 
 

①「体制づくり」について ＊気づき→情報収集→ケース会議・見立て 

 

 

 

 
 

②「人材育成」について ＊仕事の進め方，充実のさせ方等 

 

 

 

 
 

※ 自校の実情等に即して「できること」，「取り入れるべきこと」等を取捨選択し 

て充実・改善を図る。

第一次的アプローチ 

 

第二次的アプローチ 

 

第三次的アプローチ 

 

〇基盤となる取組。全校児童生徒が対象。 

〇不登校が生じない魅力ある学校づくり。 

〇「安心」「居場所」「つながり」「参加」「納得」等。 

 

 

 

 

 

〇対象は，SOSのサインが出ている児童生徒。 

〇“その子理解”を充実させる情報収集が必須。

〇初期段階の早期支援を実現する。 

〇 

 

 

 

 

〇対象は，長期欠席・不登校児童生徒。 

〇SC，SSWを活用し，チーム支援を実現する。 

〇関係機関との情報共有・連携を実現する。 

 

 

 

 

〇児童生徒理解のために「情報」を集め，共有しているか。 

〇初期段階でケース会議を開き，見立て（アセスメント）をしているか。 

〇見立て（アセスメント）に基づいた早期支援を実施しているか。 

 

〇SC，ＳＳＷ等を有効活用し，心理・医療等の視点を吸収しているか。 

〇担当者の指導力向上，力量強化等につながる働きかけがなされているか。 

〇取組の成果が評価され，意欲向上につながる話し合いがなされているか。 
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１， 不登校支援の基本的・原則的な流れ・動きと課題等  
 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※ 児童生徒の様子や学校の実情等に応じて取組の手順・進め方を明確にする。 
 

２，「情報」とは・・・    
 

  

 

 

 

 

３，見立て（アセスメント）とは・・・ 
 

 

 

 

資  料 

【第１段階】 SOSのキャッチ 

〇その子の「情報」を集める 

〇「シート」に記録していく 

【第２段階】  ケース会議 

〇見立て・アセスメント 

〇短期目標・手立ての明確化 

〇役割分担の明確化 

 

【第４段階】  ケース会議 

〇取組の検証・評価 

〇新たに「見立て」を行う 

〇短期目標を明確にする 

 

〇見立て（アセスメント）をしていく際にSC，SS

W等から助言を受けることも効果的。 

〇情報共有に時間が費やされがち。短期目標・

具体的な手立てを明確にする時間をとる。 

〇職員は，たくさんの情報を持っているが，個々 

のノート等に記入されている場合，その情報を 

支援に活かしにくいことも多々ある。 

〇校内での統一的な「シート」が必要。 

【第３段階】 支援会議 

〇保護者の考え等を聴く 

〇学校の取組を丁寧に説明 

 

〇見通しが持てないこと等により不安感や苛立 

ちを強く感じている保護者もいる。 

〇学校側からの丁寧な説明が必要であり，安心 

感を持ってもらうことが必要。 

〇１か月から２か月ほどかけて取り組んだ支援の 

結果等について評価・検証することが重要。 

＊ケース会議は，学校の実情に応じて柔軟に 

実施。学年会，支援部会等で実施することも 

ありうる。 

〇登校渋りや不登校につながる，これまでの，現在の「事実，状況」等。 

〇家族に関すること（職業，保護者の思い，家族構成，家計の状況等）  

〇本人に関すること（欠席，遅刻早退の状況，保健室利用の状況，悩み，友だち関 

係，学力，発達特性，被虐待の経験，受診歴，投薬歴，生活リズム，興味関心等） 

 

適切・迅速なチーム支援を行うために 

〇その子の状態・言動等の（背景）要因等を明確にしたり仮説を立てたりすること。 

〇その子が抱えている悩みやつらさ等だけでなく健康的な側面，可能性等も含め 

て総合的に判断・評価する。 
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１ 不登校児童生徒への支援に対する基本的な考え方 

 〇学校復帰も含めた社会的自立に向けた支援 

 〇アセスメントに基づく適切な支援と役割分担 

 〇個に応じた支援と多様な教育機会の確保 

 〇教育支援センターの整備充実及び活用 

  （訪問型支援，コンサルテーション，不登校児童生徒への支援の中核） 

 

２ 鈴鹿市における取組（鈴鹿市適応指導教室について） 

 〇段階に応じた支援（居場所→学びの場→自立支援） 

 〇「個のかかわり」と「異年齢小集団でのかかわり」 

 〇保護者への支援 

 〇学校や関係機関との連携・協働 

 

３ 鈴鹿市及び，鈴鹿市適応指導教室の現状と課題 

 〇適応指導教室の具体的取組について，ほとんど知らない教職員もいる。 

 〇適応指導教室と学校との連携の状況が，学校によって異なる。 

 〇現在のスタッフの人数と場所の広さでは，通室生の受け入れに限界がある。 

 〇文科省「通所を希望しない者への訪問型支援」の実施は，現状では困難。 

 〇市内の民間施設と，適応指導教室との連携は，ほとんどできていない。 

 

４ 今後の取組（鈴鹿市適応指導教室のスタッフとして実施可能なこと） 

 〇学校訪問 

  ・通室生が在籍する学校以外にも 

（職員会議や職員研修において，適応指導教室の取組を紹介） 

（可能な範囲で，支援部会や相談部会に参加） 

 〇学校と一つの事例に協働して取り組む 

  ・通室生以外の不登校及び不登校傾向の児童生徒へのチーム支援の一員として 

  ・家庭訪問への同行 

 〇通室生以外の保護者及び児童生徒に対する相談 

  ・来室してもらう，あるいは学校へ訪問 

 〇教職員へのコンサルテーション 

  ・来室してもらう，あるいは学校へ訪問 

  ・事例検討，ケース会議，支援会議への参加やコンサルテーション 

  ・中学校校内適応指導教室における観察やコンサルテーション

４ 
適応指導教室（教育支援センター）の整備充実に向けて 

7月校長会資料 
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第１回鈴鹿市日本語教育支援プロジェクト会議について 

 

１ 開催日 令和４年６月２０日（月） 教育委員会室 

 

２ 構成メンバー 

川上郁雄・宮崎 里司（早稲田大学大学院日本語教育研究科 教授）リモート 

河曲小学校長，明生小学校長，千代崎中学校長， 

上田教諭（牧田小），宮﨑教諭（神戸中）， 

教育長，次長，参事，学校教育課長，教育指導課長，教育支援課長  

 

３ 第５期日本語教育の取組「３年間の取組概略」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７月校長会資料 

令和2年度   「実践リーダー校に学ぶ」 

・第5期3年間の取組計画策定 

・実践リーダー校の国際教室公開授業・小中連携の取組の紹介 

・日本語教育実践フォーラムの開催 

令和3年度 「実践リーダー校の取組を広げる」 

 ・実践リーダー校の実践に学んだ研究授業（小・中学校課題別グループ） 

・日本語指導者への研修の充実 

・ICT機器を活用しての効果的な活用事例の紹介 

 ・多文化共生教育実践EXPOの開催 

令和4年度 「実践リーダー校の広げられた取組の充実」 

・実践リーダー校の実践に学んだ研究授業 

・日本語指導者への研修の充実 

・多文化共生教育実践EXPOの開催 

・実践報告のとりまとめ，３年間の検証・総括 
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４ 令和４年度の具体的取組  

（１）令和４年度日本語教育担当者ネットワーク会議での取組  

【研究主題】 

・「主体的・対話的で深い学び」の視点による取組の推進 

・「読む」「書く」力の育成を意識した取組の推進  

・国際教室と在籍学級のつながりを意識した取組の推進 

 

①グループ別研修   

初めて担当になった担当者と経験のある担当者をグループに配置し，各校の課題に向けてど

のような授業を目指して行うか相談したり，日本語指導においての悩みを相談したりできるよう

にする。 

・Aグループ：牧田小学校・飯野小学校・桜島小学校 

・Bグループ：河曲小学校・神戸小学校・一ノ宮小学校 

・Cグループ：国府小学校・旭が丘小学校・玉垣小学校 

・Dグループ：創徳中学校・神戸中学校・千代崎中学校・白子中学校 

 

②グループ別に各校の国際教室の授業をビデオ公開し，研修する 

★【事前準備】6月～10月で各自授業を Chromebookで撮影する。 

 

 

 

 

※自主参加校については，小学校は A～Cのいずれか，中学校は Dグループに参加する。 

 

 

 

③グループ代表による国際教室の授業をビデオ公開し，研修する 

Aグループ代表    Bグループ代表   Cグループ代表   Dグループ代表 

                                

 

 

 

自分の授業45分をChromebookで撮影し，その内の１０分間程度をグループで見せ合う。そ

の際，「授業のめあて・対象児童生徒のバンドスケール・学習グループの様子・授業の流れ」な

どが分かるよう授業の指導案も準備し，それと共に授業を検証する。 

次のネットワーク会議で各グループ１つ優れた実践を代表として選び発表する。 

Aグループ 

 

  

 

  

 

Bグループ 

 

  

 

  

 

Cグループ 

 

  

 

  

 

Dグループ 
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（２）日本語指導者への研修の充実 

  ①日本語教育研修会（夏季研修講座） 

   日時：令和４年８月２９日（月）午後 

   講師：京都市教育委員会指導部学校指導課  

副主任指導主事 大菅佐妃子氏 

対象：日本語教育担当（各校１名以上），希望教員，日本語指導講師など 

 

  ②多文化共生教育実践 EXPOの開催 

日時： 令和５年２月４日（金） 午後３時～午後５時 

会場： 市役所１２０３会議室 

対象： 日本語教育担当者等教職員（各校 1名以上），外国人教育指導助手， 

日本語指導講師，市外教職員など 

 

（３）個に応じた進路指導，進路保障の取組 

  ① 「進路ガイダンス」の開催 

    日時：令和４年１１月５日(土) 

    場所：鈴鹿市市役所１２階１２０３大会議室 

  

 ②「就学ガイダンス・プレスクール」 

   日時：令和４年１２月３日（土） 

   場所：牧田小学校 

 

  ③ 全国学力学習状況調査を活用した学力分析の把握 

   ＪＳＬ児童生徒の学力学習状況調査の分析結果を共有し，指導や授業づくりに活

かす。 

 

（４）就学支援教室コトノハ教室の活用 

・来日間もない児童生徒等が円滑に学校生活を送ることができるように在籍校との担当

者や担任と連携して支援を実施していく。 

・個々の日本語の状況に合わせた，教材を作成し指導を実施していく。 

 ・夏季休業中などに以前通級していた生徒も対象として宿題支援を行い，長期的なサポ

ートをして，在籍校での学びにつなげていく。 

・過年度生や中学３年生に対して高校入試に向けて論文指導や面接指導を行い，個々の

課題に合わせた受験対策の支援を行っていく。 

・要請に応じて，初期指導の仕方を市内の小中学校へアウトリーチしていく。 

 

７月校長会資料 

19



観点 

 

「特別の教育課程」による日本語指導の学習評価について  

    

・個別の指導計画にもとづく日本語指導 → 日本語での学びを評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関心・意欲・態度 

日本語による思考・判断・表現の能力 

知識・理解・技能 

子どもたちの日本語能力に応じた多様な言語活動・体験活動 

【学習評価】 

○学校の実情に応じた様式で学習評価を行う。 

・日本語能力や生活・学習の状況，学習への姿勢・態度等の多面的な観点について，

総合的に把握し学習評価を行う。 

・通知表等によって，指導の過程やその成果，今後の可能性等を示すことで，今後

の指導方針を学校と保護者の間で共有する。 

 

【指導要録】 

○指導要録の「総合所見及び指導上参考となる諸事項」の欄に，「特別の教育課程」

による指導を受けた授業時数，指導期間，指導の内容及び所見等を記入するなど

の配慮をする。 

７月校長会資料 
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鈴鹿市教育委員会事務局特設サイト（いじめ防止に向けてのページの追加）について 
 
教育支援課のページに“いじめ防止に向けて”のページを追加しましたのでお知らせしま
す。校内研修や児童生徒への指導等の際の資料としてご活用ください。 
 

１ 鈴鹿市教育委員会事務局特設サイトのポータルサイト 

“教育支援課”をクリック 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 教育支援課のページ 

“いじめ防止に向けて”をクリック  

 

 

 

 

 

 

 

 

３ いじめ防止に向けてのページ 

   三重県の条例や鈴鹿市の基本方針，いじめ早期発見のための気づきリスト等 

資料をまとめたページ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三重県いじめ防止条例 国立教育政策研究所 

いじめのない学校づくり 

鈴鹿市いじめ防止基本方針 

三重県教育委員会事務局のいじめ防止の

ための資料 

○いじめ早期発見のための気づきリスト 

○学校におけるいじめの認知基準チェッ 

クリスト など 

文部科学省のいじめ

に対する理解を促す

動画教材 
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自転車損害賠償保険等への加入について 

 
交通事故の報告が増加しています。 

交差点，三叉路への進入時の一時停止，左右確認を徹底することで交通事故を未然に防ぐこと

ができます。 
 

○特に，登下校時の交通安全啓発をお願いします。 

○交差点，三叉路での飛び出し注意，自転車の乗り方・ヘルメット着用について改めて指導して

ください。 

〇自転車同士の交通事故や，歩行者と接触し，中学生が加害側になる事案も発生しておりま

す。並列走行の禁止など，自転車の運転については，十分に注意し，安全運転に努めるよう指

導してください。 
 
 三重県においては，これまでの「交通安全の保持に関する条例」を全面改正し，「三重

県交通安全条例」として制定し，令和３年３月２３日に公布しました。 

その中に，「自転車損害賠償責任保険等への加入義務」が第３章第２５条に盛り込まれ，

令和３年１０月１日から施行されました。 

 この「自転車損害賠償責任保険等への加入義務」については，自転車運転者は当該運転

に係る自転車損害賠償責任保険等に加入しなければならないとされており，未成年の自転

車運転者については，その保護者に加入の義務が規定されているものです。 
 

１．自転車運転者の責務 

第五条 自転車運転者は，交通安全に関する法令を遵守するとともに，飲酒運転，歩行者

妨害，スマホ等を使用しながら運転する行為が交通事故を引き起こす原因となること

を認識し，歩行者及び他の車両の運転者の安全に配慮しなければならない。 

２ 自転車運転者は車両の運転者であることを自覚し，定期的な点検整備を行うよう努

めなければならない。 
 

２．自転車損害賠償責任保険等への加入（令和三年十月一日から施行） 

第二十五条 自転車運転者（未成年を除く。）は，当該運転に係る自転車損害賠償責任保

険等に加入しなければならない。ただし，当該自転車運転者以外のものにより，当該運

転に係る自転車損害賠償責任保険等への加入の措置が講じられているときはこの限り

ではない。 

２ 親権を行う者，未成年後見人その他の者で，未成年を現に看護するもの（以下この項

において「保護者」という。）は，その看護する未成年者が自転車を運転するときは，

当該運転にかかる自転車損害賠償責任保険等に加入しなければならない。ただし，当

該自転車運転者以外のものにより，当該運転に係る自転車損害賠償責任保険等への加

入の措置が講じられているときはこの限りではない。 
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４．自転車損害賠償責任保険等の例 

（１）自転車を購入するとき 

 

  自転車保険 TSマーク 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  自転車安全整備店で，自転車の点検整備（有料）を受けることで加入できる保険 

 

（２）三重県PTAこども総合保険 

 

三重県PTAから届き，入学時に 

配付する申込書で加入できる保険 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）自動車保険等の基本保障または特約加入の保険 

  各家庭で加入している自動車保険，火災保険，傷害保険等の基本保障または特約で

加入できる保険 
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 鈴教支 第 号  

                              令和 4年 7月 日 

（宛先）小中学校長 

    幼稚園長 

                            鈴鹿市教育委員会事務局 

                                 教育支援課長 

 

「人権教育サイト」の活用について 
 

全ての教職員が人権問題・人権教育に関する理解と認識を深めることができるよう，人

権教育の実践事例や教職員研修の事例等，人権学習指導資料等の情報について

chromebook「教委特設サイト」内の「人権教育サイト」にて提供を行います。 

今後も市内における人権教育の取組，校内研修の事例等を紹介していきます。各校園で

の取組を人権教育センターに共有していただきますようよろしくお願いいたします。 

 本サイトは，各校園における人権教育のより一層の推進にご活用ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７月校長会資料 

人権教育サイト 掲載内容（７月４日現在） 

●人権教育カリキュラム 

 ・人権教育カリキュラムチェックシート 

●校内研修 

 ・神戸小学校の取組 

●授業実践および仲間づくりの取組 

●資料 

 ・人権学習指導資料（小学校低中学年）みんなのひろば（青字入り） 

 ・人権学習指導資料（小学校低中学年）みんなのひろば（青字なし） 

 ・人権学習指導資料（小学校高学年）みんなのひろば（青字入り） 

 ・人権学習指導資料（小学校高学年）みんなのひろば（青字なし） 

 ・人権学習指導資料（中学校）みんなのひろば（青字入り） 

 ・人権学習指導資料（中学校）みんなのひろば（青字なし） 

 ・人権学習指導資料（中学校）性的マイノリティの人権 

 ・人権教育サポートガイドブック～すべての教育の中で人権教育を～ 

 ・人権教育サポートガイドブック２～すべての教育の中で人権教育を～ 

●令和３年度鈴鹿市人権作文集（電子版）第38集 

（事務担当）鈴鹿市教育委員会事務局 
教育支援課 人権教育センター 大西 依子 
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鈴教学第      号  

  令和４年 月 日  

 

（宛先）各 小中学校長 

     各 幼 稚 園 長 

     各認定こども園長 

     各保育所（園）長 

  

鈴鹿市教育長 廣田 隆延 

 

令和４年度の就学判定について（依頼） 

  

このことについて，鈴鹿市就学支援委員会では，障がいのある幼児・児童・生徒が適切

な環境で学べるよう就学先の判定を行っております。 

つきましては，就学判定を実施するにあたり，下記の内容をご確認いただき，書類提出

に御協力くださいますようお願いします。 

 

記 

１ 目的 

   障がいのある幼児・児童・生徒の適切な就学先を判定するため。 

２ 対象 

・特別支援学級入級や特別支援学校入学を希望する幼児・児童・生徒 

・現在，特別支援学級に在籍する小学６年児童 

中学校進学に向けて，特別支援学校または特別支援学級を希望する場合は 

就学判定を受けます。この場合，できる限り前期に申請してください。 

 

※特別支援学校を希望する場合は，できる限り前期に申請してください。 

※申請は基本的に１年間に１回です。前期に申請した場合は，原則，後期就学判定 

の対象外となります。 

３ 判定の方法 

   提出書類や幼児・児童・生徒の観察・聞き取り等をもとに，鈴鹿市就学支援委員会

において総合的に判断し就学先の判定を行います。 

 

４ 提出書類 

 

（１）(様式１）就学判定申請書【在籍機関記入】   ・・・・・・在籍機関で１部

（２） 提出書類（個人）チェック一覧表【在籍機関記入】・・・・・・・・・・全員 

（３）(様式２）就学判定申請書【保護者記入】    ・・・・・・・・・・・全員 

（４）発達・知能検査の結果のコピー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・全員 

（５）身体障害者手帳，精神障害者手帳，療育手帳，診断書等のコピー ・・・該当者 

※ 手帳，診断書等のコピーはＡ４サイズで提出してください 

（６）(様式３）日常生活の状況【保護者記入】    ・・・・・・・・・・該当者 

   ※ 特別支援学校を「希望する」，または「迷っている」場合は必要 

（７）【就学前】チェック表，または【小中】チェック表 【在籍機関記入】・・・全員 

（８）「すずかっ子支援ファイル」のコピー            ・・・・・・・・・・・全員 

   ※ コピーは前期：令和３年度分，後期：令和３年度と令和４年度１学期分 

 

 

後期就学判定について 
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５ 留意事項 

 

※ 発達・知能検査結果の数値は（様式２）に必ず記入してください。 

※ 発達・知能検査の結果について 

 

・小学校３年生以上の児童・生徒は，令和２（2020）年４月以降の結果が有効です。 

・小学校２年生以下の児童・生徒は，令和３（2021）年４月以降の結果が有効です。 

 ・有効な検査結果がない場合は，早急に保護者から子ども家庭支援課に検査予約を 

入れるようにしてください。 

  （検査予約 ０５９－３８２－９０３０ 子ども家庭支援課 発達支援グループ） 

 

※ 提出用紙は全てＡ４サイズにしてください。 

 

６ 提出期限  

前期：令和４年５月１２日（木） 

   後期：令和４年９月 ８日（木） 

 

７ 提 出 先   

鈴鹿市教育委員会事務局 学校教育課 学事グループ 

※ 個人情報のため，文書便で送らず，手持ちで提出してください。 

 

８ その他 

 

・提出書類の様式は，ネットフォルダ→「就学判定」と検索→「就学支援委員会の判

定申請に関する書類（令和４年度）」にあります。御活用ください。 

・提出書類は一人ずつ(２)～(８)の順番にセットし，クリップでとめて提出してく

ださい。（ホチキスで綴じないでください） 

・在籍機関として，申請者がいない場合は，（様式 1）就学判定申請書に「該当なし」

と記入の上，報告してください。 

この場合，学校教育課宛に文書便等で送付していただいても結構です。 

   

     

 

    

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

＝担当＝ 
 
【申請書の記入方法や内容等に関すること】 

子ども家庭支援課 竹原 三保子，横矢 規，杉山 美幸  
TEL 059-382-9140 

【提出に関すること】 
学校教育課 木下 智香          TEL  059-382-7618 

 

 

就学判定に向けて 
●特別支援学級在籍の小学校６年生の児童について 

  中学校進学に向けて，小学校６年生時に特別支援学校または特別支援学級を希望

する場合は就学判定を受けます。前期に未申請の場合は必ず後期に申請をしてくだ

さい。 
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鈴 子 支 第 3 6 5 号  

令 和 4 年 7 月 4 日  

 

 （宛先）各小中学校長 

 

鈴鹿市子ども政策部  

子ども家庭支援課長  

 

   令和 4年度 児童虐待防止研修会について（案内） 

 

 平素は本市の児童福祉行政に格別の御高配を賜り厚くお礼申し上げます。 

 児童虐待の相談対応件数は，年々増えてきており，学校における児童虐待の早

期発見・早期対応が重要となっています。 

 そこで，令和 4 年度児童虐待防止の研修会を下記のとおり開催いたしますの

で，お忙しい時期とは存じますが，御参加のほどよろしくお願いいたします。 

 御不明な点等がございましたら，子ども家庭支援課までお問合せいただきま

すようお願いいたします。 

 

記 

 

日 時  令和 4年 7月 27日（水）10:00～12:00（9:30～受付） 

場 所  鈴鹿市役所 12階 1203会議室 

      （鈴鹿市神戸一丁目 18番 18号） 

内 容  『児童虐待の対応について』 

講 師  鈴鹿児童相談所 所長 山本 衛 氏  

対 象  小学校・中学校（管理職，養護教諭，教職員等） 

      ※各学校１名以上でお願いします。 

申 込  参加申込書を，子ども家庭支援課までＦＡＸあるいはメールにて 

7 月 20日（水）までに送付してください。 

 

 

 

 

 

 

 

【問い合わせ先】 

鈴鹿市子ども政策部 子ども家庭支援課 

家庭支援Ｇ 小久保，縣 

TEL：059-382-9140   

FAX：059-382-9142 

部署メール kodomokateishien@city.suzuka.lg.jp 
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鈴教学 第 929号 

令和４年７月 日 

 

（宛先）各小中学校長 

 

鈴鹿市教育長 廣田 隆延 

 

 

教職員の綱紀粛正及び服務規律の確保について（通知） 

 

 

教職員の服務規律の確保等について，別添（写）のとおり三重県教育委員会

教育長から通知がありましたので，教職員に周知し，一層の注意が払われるよ

う指導をお願いします。 

 

 

記 

  

○ 別添文書 

・教職員の綱紀粛正及び服務規律の確保について（通知）（写） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【事務担当：学校教育課 教職員 G Tel 382-7618】 
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教委 第２０－８６号  
 令和４年６月２９日  

 各市町等教育委員会教育長 
 各 県 立 学 校 長       
                           

三重県教育委員会教育長 
 

教職員の綱紀粛正及び服務規律の確保について（通知） 
 
 県教育委員会は、令和３年３月１１日に、「不祥事根絶に向けた対応策について」を発

出し、学校と共に不祥事の根絶と信頼回復に全力で取り組んできました。 

しかしながら、令和３年度は、わいせつ行為や公務外の盗撮、無許可で生徒を自家用車

に乗せたことをきっかけにした生徒との不適切な行為、交通事故により懲戒処分とした事

案があわせて７件発生し、学校教育に対する県民の信頼を大きく損なう状況にあります。 

県教育委員会は、こうした事案を厳粛に受け止め、児童生徒へのわいせつ行為や公務外

の盗撮に至る背景を分析し、まとめた資料を活用して校内研修を行うなど、改めて不祥事

の根絶に向けて取り組んでいるところです。 

日ごろから、教職員が労を惜しまず児童生徒のために職責を遂行していたとしても、一

件の不祥事により、これまで積み重ねてきた学校教育への信頼は大きく損なわれてしまい

ます。教職員一人ひとりは、不祥事を自分事として捉え、自己の使命と職責の重大さを認

識し、自らを厳しく律するとともに、自分の周囲から不祥事を出さないという強い決意の

下、主体的に取り組むことが大切です。 

夏季休業期間を迎えるにあたり、教職員の綱紀粛正及び服務規律の確保について、一層

の注意を払われるよう通知します。県立学校においては、下記事項を教職員一人ひとりが

十分認識したうえで、コンプライアンスの推進と不祥事の根絶につなげてください。 

市町等教育委員会にあっては、これらのことを所管の校長に周知し、その趣旨の徹底と

適切な指導を図られるようお願いします。 
 
記 

 
１ わいせつ行為等の根絶について 

児童生徒の成長に直接関わる教職員による盗撮等を含むわいせつ行為、セクシュアル

・ハラスメント等は、あってはならないことである。児童生徒に対しては、子どもたち

の心に傷をつけ自尊心を損なうものであり、程度にかかわらず断じて許されないことを

教職員一人ひとりが再認識するようにし、わいせつ行為等の根絶に万全を期すこと。 

昨年度、県立学校において実施した「わいせつ行為、セクシュアル・ハラスメントに

関するアンケート調査」の回答の中に、教職員は指導と捉えていた言動が生徒には不快

と受け止められていたものがあった。教職員の意図にかかわらず、生徒が性的に不快感

や嫌悪感を抱く教職員の言動は、セクシュアル・ハラスメントに該当することを改めて

認識し、わいせつ行為、セクシュアル・ハラスメントの防止に努めること。 

児童生徒との職務に関係のない私的なＳＮＳ等によるやりとりが、わいせつ事案の発

端となる場合があることから、改めて各学校において適切な取扱いを徹底すること。さ

らに、他の教職員の目が行き届きにくい空間で児童生徒と１対１で対応している状況も

わいせつ事案のきっかけとなる場合があることから、密室状態を回避するように努める

とともに、個別での対応を避けるなど不祥事の発生につながらないよう防止策を講ずる

こと。 

なお、県教育委員会においては、「懲戒処分の指針」に則り、わいせつ事案には、厳

格な処分を講じていくこととする。 

様 

写 
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・ 令和元年７月１１日付け 

「教職員と生徒・保護者とのＳＮＳ等の使用に係る適切な取扱いについて」＜教職員課＞ 

・ 令和２年９月１５日付け「懲戒処分の指針」の一部改正について」＜教職員課＞ 

・ 令和４年３月２５日付け「職員の綱紀粛正について」＜教職員課＞ 

 
２ 体罰等の禁止について 

体罰は、学校教育法において禁止される違法行為であるのみならず、児童生徒の心身

に深刻な悪影響を与え、力による解決への志向を助長し、いじめや暴力行為などの土壌

を生む恐れがあり、いかなる場合でも決して許されないものである。 

教職員の不適切な発言により児童生徒の心情を著しく傷つける事案が依然として発

生している。こうした児童生徒の人権を侵害する発言は断じて許されないものであるこ

とから、児童生徒の指導に当たっては、児童生徒の特性、置かれた状況、背景に配慮す

ること。 

各学校においては、担当課からの資料等を活用して、教職員の指導に対して児童生徒

が素直に耳を傾けるような関係づくりに努めるとともに、指導が難しい状況にあっても、

毅然とした粘り強い指導を進めていけるような生徒指導体制を構築すること。 

また、これまで厳しい指導の名の下で、或いは保護者や児童生徒の理解を理由として、

体罰や体罰につながりかねない不適切な指導を看過してこなかったかを検証し、体罰等

を未然に防止する組織的な取組、徹底した実態把握、体罰が起きた場合の早期対応及び

再発防止策など、体罰や不適切な発言の防止に関する取組の強化を図ること。 

・ 令和４年４月２５日付け「体罰の根絶に向けた取組の徹底について」 

＜子ども安全対策監、教職員課、生徒指導課、保健体育課＞ 

 
３ 飲酒運転の根絶と交通事故の防止について 

交通事故の防止については、県全体で取り組んでいるところであり、７月１１日から

７月２０日までは夏の交通安全県民運動期間とし、飲酒運転の根絶、横断歩道における

歩行者優先の徹底等を運動の重点として、交通事故防止の徹底を図っていくこととして

いる。特に、飲酒運転は犯罪であり、一人ひとりが飲酒運転０（ゼロ）をめざす決意を

新たにし、飲酒運転の根絶を図ること。 

昨年度、横断歩道を横断中の歩行者への交通事故２件に対して、懲戒処分を行った。

横断歩道での歩行者優先は「マナー」ではなく、法律で定められた「ルール」であり、

横断歩道手前の減速・停止を徹底したうえで、慣れに頼った運転や思い込みによる運転

をしていないかなど、自分の運転一つひとつを見直し、安全運転に努めること。 

県教育委員会においては、交通事故の防止を一層徹底するとともに、重大な交通法令

違反者には、厳正に対処していくこととする。 

また、児童生徒に対して範を示すべき立場にある教職員として、交通安全に関する意

識を高め、交通法令を遵守することはもちろんであるが、万一交通事故を起こした場合

には、適切な事後処置を講ずること。  
 
４ 部活動等の指導における安全確保について 

これからの時期は、部活動等の活動が活発に行われる時期でもあり、部活動における

安全確保と事故防止に十分注意を払うこと。 

また、児童生徒の健康・安全管理に十分留意し、児童生徒の心身の状況に即した指導

を計画的に実施するとともに、校外で活動する際は、交通事故防止も含め、安全確保に

十分注意すること。さらに、運動場・体育館等が安全に配慮して使用されているか、施

設・設備、用具・器具が整備されているか留意すること。 
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さらに、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、引き続き基本的な感染対策を徹底

しつつ、熱中症のリスクが高まる活動場面においては、児童生徒にマスクを外すよう指

導を徹底すること。なお、部活動の実施に当たっては、担当課からの通知の内容に留意

すること。 

・ 令和４年４月２０日付け 

「県立学校における新型コロナウイルス感染症対策ガイドラインの改訂について」 

＜高校教育課、特別支援教育課、保健体育課、教職員課＞ 

・ 令和４年６月１３日付け「夏季における児童生徒のマスクの着用について」 

                       ＜保健体育課、高校教育課、特別支援教育課＞ 

 
５ 時間外在校等時間の上限の遵守と勤務時間の適正管理について 

教職員の業務負担軽減を図り、より効果的な教育を持続的に行うため、学校における

働き方改革を一層推進する必要がある。管理職は、引き続き「定時退校日の設定」、「部

活動休業日の設定」、「会議時間の短縮」の３つの取組を着実に推進するとともに、学校

行事の精選やスクールカウンセラー、スクール・サポート・スタッフ等の専門人材・地

域人材を積極的に活用し、教育の充実及び業務の削減に取り組むなど、全ての教職員の

時間外在校等時間を適切に管理し、その上限が遵守されるように努めること。 

なお、公務員には職務専念義務があり、夏季休業中においても異なる取扱いを受ける

ものではないため、夏季休業中の勤務日における勤務態様について、県民の批判を受け

ることのないよう十分留意すること。 

・ 令和４年３月２２日付け「学校における働き方改革の推進について」＜教職員課＞ 

・ 令和３年１２月６日付け 

「長期休業中において県教育委員会が主催する会議や研修等を実施しない期間の設定及び学校閉校

日の設定について」＜教職員課＞ 

 
６ 個人情報及び公文書等の管理の徹底について 

各学校において、児童生徒に関する個人情報を含む文書類や電子データ等の管理に関

するルールを定めることとしているが、教職員一人ひとりがルールを把握し、適切な管

理を徹底すること。特に、やむを得ず校舎外に持ち出す必要がある場合には、所属長の

許可を得るよう義務づけるとともに、これらの書類については、自動車内等、盗難の恐

れのある場所や他人の目に触れる場所には絶対に放置しないよう取扱いには細心の注

意を払うこと。また、不要になった個人情報についても取扱い方法を定め、それに基づ

き不要になった個人情報は速やかに返却または廃棄すること。 

個人情報を送付する場合は、宛名と封筒の中身に誤りがないかを、メール送信時には、

添付文書等に個人情報が含まれていないかなどを、複数の者で確認する等、誤送付を防

ぐための点検体制を構築すること。 

・ 令和４年６月１３日付け「個人情報等の適正管理の徹底について」 

＜小中学校教育課、学校防災推進監＞ 

・ 令和４年４月１９日 令和４年度県立学校長・事務長会議配布資料 

「教務手帳等の個人情報記載文書の適正管理について」 

 
７ 教育活動中の飲酒等の禁止について 

  教育活動中はもとより、引率する児童生徒を管理すべき夜間等においても、教職員に

よる飲酒等は、保護者や県民の教育に対する信用を失墜するものであり、厳に慎むこと。

また、同席する教職員が、他の教職員のかかる行為を制止しないことも同様である。 
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８ 公金等の適切な管理について 

  学校徴収金や各種委託金をはじめ、教職員が様々な場面で現金を扱う場合があるが、

各学校においては、できる限り現金を直接扱わない方策を講ずること。また、現金を直

接扱わざるを得ない場合にあっては、遅滞なく金融機関に入金する等、手元での保管期

間を極力短くすること。また、各所属において改めて通帳・印鑑の管理、出入金手続き、

収支に係る点検体制を確認し、一層の厳正な管理に努めること。 

これまでにも、管理職による旅費の不正受給事案があったことを受け、出張及び旅費

についても適正な手続きと厳正な管理に努めること。 

 

９ あらゆるハラスメントの防止について 

ハラスメントは、職員の勤労意欲を減退させ、その能力の適切な発揮を妨げる要因と

なるとともに、職員間のコミュニケーションが滞るなど、仕事を進めるにあたっての重

大な支障となり得るものである。職場からハラスメントに関する問題の行為者や被害者

を出さないよう、職員一人ひとりが、ハラスメントについて正しく理解したうえで、周

囲に対する気配りをし、普段からコミュニケーションを大切にすることにより、風通し

のよい職場づくりをこころがけること。 

・ 令和３年１２月２８日付け 

「「ハラスメントの防止等に関する基本方針」等の一部改正について」＜教職員課＞ 

 
10 営利企業等への従事制限・兼職及び事業等への従事等について 

公務員には営利企業等への従事制限が法で定められており、兼職及び事業等への従事

には任命権者（県費負担教職員の場合は市町等教育委員会）へ届け出て許可を受ける必

要があることを周知し、教職員の管理監督に努め、県民の批判を受けることのないよう

十分留意すること。 

なお、短時間勤務の会計年度任用職員は、営利企業への従事等の制限から除外されて

いるところであるが、従事する場合は、あらかじめ校長に届け出る必要がある。 
 
11 会食、遊戯等について 

民間業者、保護者、国や他の地方公共団体職員及びその他の教育関係者等、職務上利

害関係のある者との会食や遊戯、贈答品の授受等、県民の疑惑を招く恐れのある行為は

厳に慎み、常に公私の区別を明確にし、県民の不信を招くことのないようにすること。 

 

○ 令和３年度の状況 

① 懲戒処分件数・被処分者数    ７件・７人 

 

② 体罰発生件数・対象教員数    ０件・０人 

 

③ 交通事故発生件数 

 公立小中学校 県立学校 

公務時の人身事故、物件事故（自損を除く） ２１件 １３件 

通勤時の人身事故 １５件 １２件 

私用時の人身事故（自損を除く） １０件 ４件 

計 ４６件 ２９件 

       
 教職員課：県立学校人事班 電話 059-224-2956  小中学校人事班 電話 059-224-2958 
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  鈴鹿市立学校の通学区域の弾力化について 

 

                     教育委員会事務局 学校教育課 

 

１ 目 的  

将来推計に基づき過大規模校又はそれに準じる大規模校として対応が必要な学 

校について通学区域の弾力化を図る。 

 

２ 対 象 

旭が丘小学校の通学区域の一部，白子中学校の通学区域に居住し，４月１日に１

年生となる児童・生徒を原則とする。 

 

３ 内 容 

（１）旭が丘小学校の通学区域 

指定校が旭が丘小学校の児童は，隣接する小学校への就学を次のとおり認める。 

ただし，就学を希望する学校までの距離は，概ね直線で２ｋｍ以内であること。 

また，当該小学校卒業後は就学先の指定中学校へ入学となる。 

指定校 指定校以外に就学できる小学校 

旭が丘小学校 玉垣小学校，愛宕小学校又は白子小学校 

 

（２）白子中学校の通学区域 

指定校が白子中学校の生徒は，隣接する中学校への就学を次のとおり認める。

ただし，就学を希望する学校までの距離は，概ね直線で６ｋｍ以内であること。 

指定校 小学区 指定校以外に就学できる中学校 

白子中学校 

旭が丘小学区 鼓ヶ浦中学校又は千代崎中学校 

稲生小学区 鼓ヶ浦中学校，天栄中学校又は創徳中学校 

桜島小学区 千代崎中学校又は創徳中学校 

 

４ 定 員 

  受け入れる学校の児童生徒数や教室数等を勘案し，教育委員会が毎年度定める。 
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就学時健康診断の実施について 

 

 小学校の実施項目 学校教育課の実施項目 

７月 

●実施日の決定 

●保護者に渡す書類準備 

・実施通知 

・関係様式 

 

●名簿データ作成 

●健康診断通知ハガキ等作成 

 

 

 

８月 

●封筒（学校名入）準備 

●封筒詰め 

・健康診断実施通知 

・健康診断通知ハガキ 

・関係様式 

・小規模特認校の案内 

・弾力化の案内（旭が丘小のみ） 

●封筒を学校教育課に提出 

・８/２２（月）〆切 

 （ラベルを貼り，名簿順に並べる） 

 

●名簿作成準備 

 

●８/１（月）名簿を学校に配布 

・紙データ 

・電子データ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●郵送準備 

９月 

 

 

 

●全保護者に郵送 ９/１（木） 

 

 

１０月 

●健康診断実施 

 

 

 

１１月 
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【学 校 教 育 課】 

① 『就学時健康診断票』（中厚口 2,000枚）を印刷発注する。 

② ８月下旬までに，各学校の健診日時を『就学時健康診断実施予定報告書』にてメール

で報告してもらう。 

例年，各校において健診日時を記載した案内文書を封入するとのことで，通知ハガキ

には健診日時は印字しないこととする。 

③ 子ども育成課へデータ抽出依頼し，データを受け取る。 

④ 『健康診断の実施通知（ハガキ）』，『就学予定者一覧』，『ラベル』を作成する。 

ラベルは学校ごとに作成し，白紙部分は予備として使用してもらう。 

⑤ 『就学時健康診断の実施について（依頼）』，『就学時健康診断関係様式について』，

『就学予定者一覧』，『健康診断の実施通知（ハガキ）』，『ラベル』，『就学時健康診断

票』，『小規模特認校募集案内』，『通学区域の弾力化案内』（旭が丘小学校のみ），『就

学援助新入学学用品費入学前支給の申請について』を一纏めにして，各校に取りに来

てもらう。（８月１日（月）を予定） 

ネットフォルダからダウンロードしていただく書類について，依頼文書に記載する。 

⑥ 各校が封入封緘した封筒を，学校教育課へ納品してもらう。（８月２２日（月）を予

定。） 

各校へリスト配布後の異動分については，学校教育課から異動通知（紙）を渡し，学

校にて通知処理をしてもらう。 

⑦ 最後の抜き取りチェックを行い，抜き取ったものは各校へ返送する。 

⑧ 就学時健診日程一覧表を作成し，各園へ郵送準備を行う。 

⑨ 郵便局ごとに仕分けし，差出表を作成，発送する。 

 

 

【小 学 校】 

① 郵送用の角２封筒を準備する。学校名，住所を明記すること。 

② ８月下旬までに，健診日時を『就学時健康診断実施予定報告書』にて学校教育課へメ

ールで報告する。 

③ 就学時健診用の書類一式を学校教育課へ取りに行く。（８月１日（月）を予定）。 

④ ネットフォルダに掲載されている書類も封入漏れがないよう，注意して封入を行う。 

⑤ ラベルの送付先が封入物と一致していることを確認し，封筒に貼付し封緘を行う。 

⑥ 封入封緘した封筒をリスト順に並べ，学校教育課へ納品する。（８月２２日（月）を

予定。） 

リスト受領後の異動分については，学校教育課から異動通知（紙）を受け取り，例年

どおり学校から通知処理を行う。 
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